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令和７年度糖尿病性腎症重症化予防事業業務委託仕様書  

 

１  業務名  

  令和７年度糖 尿病性腎症重症化 予防事業 業務委託  

 

２  履行期限  

  令和８年３月 ３１日  

 

３  事業目的  

  た つ の 市 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 の う ち 、 特 定 健 康 診 査 の 受 診 結 果 及 び

診療報酬明細書等（以下「レセプト 」という。）から、糖尿病性腎症の重 症

化 予 防 が 必 要 と 思 わ れ る 者 に 対 し て 、 保 健 指 導 の 実 施 及 び 医 療 機 関 へ の 未

受 診 者 に 対 す る 受 診 勧 奨 を 行 い 、 生 活 習 慣 の 改 善 を 促 し 、 糖 尿 病 性 腎 症 に

よ る 人 工 透 析 へ の 移 行 を 阻 止 す る 等 、 生 活 の 質 （ Ｑ Ｏ Ｌ ） の 維 持 ・ 向 上 及

び医療費抑制を目 的とする。  

 

４  業務内容  

 ⑴  糖尿病性腎 症重症化予防事業 データベース作成  

  ア  データベ ースの構築  

    たつの市（以下「市 」とい う。）が提供 するレ セプトデータ、特 定健

診 結 果 、 国 保 資 格 情 報 等 を 用 い て 、 本 事 業 に 資 す る デ ー タ ベ ー ス の 構

築 を 行 う こ と 。 そ の 際 、 レ セ プ ト に 複 数 の 傷 病 名 が 存 在 す る 場 合 は 、

全 て の 傷 病 名 を 集 計 す る こ と 。 た だ し 、 診 療 内 容 か ら 判 断 し て 、 実 際

には治療されてい ないことが 明らか な傷病名は除外す ること。  

   な お 、 市 が 提 供 す る デ ー タ は 次 の と お り で あ る が 、 デ ー タ ベ ー ス 構

築に追加で必要と なるものがあれば 、受託者は市と協 議すること。  

   ①  レセプ トデータ  

     厚 生 労 働 省 の 「 オ ン ラ イ ン 又 は 光 デ ィ ス ク 等 に よ る 請 求 に 係 る

記録条件仕様」に 規定するフォーマ ット仕様に則った もの。  

・医科 ･･･「 21_RECODEINFO_MED.CSV」  

・ DPC ･･･「 22_RECODEINFO_DPC.CSV」  

・調剤 ･･･「 24_RECODEINFO_PHA.CSV」  

   ②  特定健 康診査結果ファイ ル  

     ・ FKAC131.CSV 特 定 健 診 受 診 者  

     ・ FKAC163.CSV 特 定 健 診 結 果 等 情 報 作 成 抽 出 （ 健 診 結 果 情 報 ）  

     ・FKAC164.CSV 特 定 健 診 結 果 等 情 報 作 成 抽 出（ そ の 他 の 結 果 情 報） 

   ③  被保険 者データ  

      提供 時点における国民 健康保険の被保険 者情報がわかるも の。  
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  イ  本事業候 補者の抽出  

(ｱ) アで構築したデータベースを基 に、特定健康診査結 果及び診療内

容による判定を行 い、糖尿病性腎症を 罹患する被保険者 を糖尿病性

腎症 合同 委員 会の 「糖 尿病 性腎 症病 期分 類」 に基 づく 「腎 症前 期」

「早 期腎 症期」「顕 性腎 症期」「腎 不全 期」「透 析 療 法 期」 の病 期に

分類すること。  

(ｲ)  (ｱ)で分類 さ れた被 保険 者の リ ストに 、必 要な デ ータ（ 医療 機関

への受診の有無、 悪性腫瘍・難病・ 精神疾患・認知症 等の罹患状  

況 ） を 付 加 し た 上 で 、 総 合 的 に 判 定 し 、 本 事 業 候 補 者 を 抽 出 す る

こと。  

  ウ  データベ ースの内容開示  

    アで構築 したデータベース の構築手法及び内 容について、市が 開示  

を求めた場合は、 受託者はそれに応 じること。  

 

 ⑵  保健指導  

  ア  保健指導 候補者の中から、保 健指導対象者（以下「 対象者」という。）

に対し、糖尿病性 腎症重症化を予防 する保健指導（以 下「プログラ ム」

という。）を実施す ること。対象者は １０名とする。  

  イ  プ ロ グ ラ ム の 期 間 は 、 ６ か 月 と し 、 そ の 期 間 内 に ２ 回 以 上 の 面 接 指

導及び１０回以上 の電話指導を行う ことを基本とする 。  

    た だ し 、 対 象 者 の 状 況 な ど に よ り 、 協 議 の 上 、 回 数 、 期 間 を 変 更 で

きるものとする。  

  ウ  プ ロ グ ラ ム は 、 保 健 師 、 看 護 師 の 資 格 を 有 す る 専 門 職 員 が 行 う こ と

とし、受託者の直 接雇用社員とする 。  

    ま た 、 プ ロ グ ラ ム を 行 う 専 門 職 員 は 、 平 成 ２ ２ 年 度 以 降 に 指 導 開 始

時 に お け る Ｃ Ｋ Ｄ 腎 症 ３ 期 及 び ４ 期 の 対 象 者 １ ０ 名 以 上 に 対 し て 、 個

別指導実績がある ものとする。  

  エ  プログラ ムは、次の流れを 基本とする。  

①  初回指導  

  初回指導は面 接を原則とする。  

対象者の生活習慣 や主治医の指示内 容、治療内容等を 把握、  

分 析し 、 指 導計 画 を 作成 し て 、プ ロ グ ラム を 実 施す る た め の

行動目標を設定す る。  

②  プログラム中 の支援  

  面接指導及び 電話指導を行い、 対象者を支援する 。  

また、主治医と対 象者に係る情報共 有を行う。  

③  最終指導  

  プログラム終 了後、最終評価及 び今後のアドバイ スを行う。  

  オ  面接指導 は、 対象者の生活 状況等により、土 曜日、日曜日、祝 日に  

おいても対応する こと。  
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  カ  訪 問 面 接 が 困 難 で あ る 場 合 、 市 と 協 議 の 上 、 Ｉ Ｃ Ｔ 等 の 情 報 通 信 技

術 を 用 い て 遠 隔 面 接 を 行 う な ど 、 面 接 の 時 機 を 逃 さ な い よ う 配 慮 す る

こと。  

 ⑶  セカンドプ ログラム 等保健指 導  

   予 定 し て い る 定 員 に 対 し て 参 加 者 数 が 満 た な い 場 合 、 よ り 多 く の 被 保

険 者 に 本 業 務 を 実 施 し Ｑ Ｏ Ｌ の 維 持 向 上 と 透 析 移 行 を 防 止 す る 目 的 を 達

成 す る た め に 、 委 託 者 は 市 と 協 議 の 上 、 プ ロ グ ラ ム の 参 加 者 数 が 確 定 し

た 時 点 で 、 次 の セ カ ン ド プ ロ グ ラ ム ① ～ ③ 又 は 腎 症 重 症 化 予 防 に か か る

簡 易 な 保 健 指 導 （ 以 下 、「 セ カ ン ド プ ロ グ ラ ム 等 」 と い う 。） を 実 施 す る

ものとする。  

    な お 、 セ カ ン ド プ ロ グ ラ ム 等 の 実 施 に 係 る 費 用 は 委 託 料 の 範 囲 内 と す

る。  

    ①  ＣＫ Ｄ重症度分類ＧＦ Ｒ区分Ｇ１～Ｇ２ 程度  

３か月間（面談１ 回・電話５回）  

    ②  過年 度同事業の参加者 フォロー  

      ２か 月間（面談１回・ 電話１回）  

③  過年度同事業 の参加者フォロー  

  １か月間（通 知１回・電話１回 ）  

    また、保 健指導不同意者の うち、感染症予防 の 観点から面談を 拒絶  

   する者に対 して、プログラム 、セカン ドプログ ラム等の ①及び② につ  

いては、面談を電 話に変更すること ができるものとす る。  

 ⑷  報告書の提 出  

  ア  初回指導 終了後、対象者の 指導計画を報告す ること。  

また 、初 回指 導に おい て、 プロ グラ ムに 至ら なか った 対象 者に つい

ても報告すること 。  

  イ  プ ロ グ ラ ム 終 了 後 、 指 導 内 容 ・ 人 数 ・ 評 価 指 標 に 基 づ く 検 証 結 果 等

を記載した実績報 告書を作成し提出 すること。  

 ⑸  受診勧奨対 象者の抽出  

  ア  特定健康 診査異常値放置者 受診勧奨  

   (ｱ) ４⑴アで構築したデータ ベースに基づき、医 療機関での糖尿病 の

受診がなく、特定健 康診査結果におけ る HbA1cの値が 6.5以上の者を

抽出する。  

   (ｲ) がん、難病、精神疾患、認 知症などの特定の 疾 患などに該当す る

者を勧奨除外とで きること。  

   (ｳ) 抽 出 さ れ た 受 診 対 象 者 よ り (ｲ)に よ り 除 外 と な っ た 者 を 除 い た 対

象者リストを作成 する。  

  イ  糖尿病治 療中断者受診勧奨  

   (ｱ) ４⑴アで構築したデータ ベースに基づき、糖尿病の受診間隔 、頻
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度などから分析を 行い、治療を中断 している者を抽出 する。  

   (ｲ) がん、難病、精神疾患、認知症などの特定 の疾患、又は １型 糖尿

病等指定疾患の受 診実績がある者を 勧奨除外とできる こと。  

   (ｳ) 抽 出 さ れ た 受 診 対 象 者 よ り (ｲ)に よ り 除 外 と な っ た 者 を 除 い た 対

象者リストを作成 する。  

 

５  成果物に関す る要件  

  事業終了後は 、速やかに実績報 告書を提出するこ と。  

 

６  留意事項  

⑴   本仕様書に定め る事業に係る実費 経費は、 全て受託 者の負担と する。  

⑵   受託者は４に定 める作業が終了後 、成果物を提出す る。  

⑶   支払いは、請求 を受領した日から ３０日以内に支払 うものとする。  

⑷   個人情報を伴う データのやり取り については、プラ イバシーガードに  

配慮した運送便に よることとし、運送業者との契約、手配及び費用負担  

は発送者が行うこ ととする。また、発 送者は、運送業者 によるデータの  

紛失等についても 責任を持って対応 すること。  

 

７  その他注意事 項  

⑴   本業務による事務を処理するための 個人情報の取扱い については、別  

記「個人情報取扱 特記事項」を遵守 すること。また、 プライバシーマー  

クを取得している こと 。  

 ⑵  訪問面接時 等に発生した事故 については、 受託 者が適切に対応し 、市  

に報告を行うこと 。  

 ⑶  本仕様書に 定める人数等に関 しては、前年度以 前に基づく実績値 であ  

り、仕様書に定め る委託内容に基づ く業務が確定次第 変更契約するも の  

とする。  

⑷  本 仕 様 書 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は 、 受 託 者 は 市 と 協 議 の 上 、 決 定

するものとする。  
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個人情報取扱特記事項  
 
 

（基本的事項）  

第１  受注者は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７

号。以下「個人情報保護法」という。）、行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７

号）及びその他関係法令の遵守並びに個人情報保護法第７条に基づく

個人情報の保護に関する基本方針を踏まえた特定分野ガイドライン に

準拠し、この契約による業務（以下「委託業務」という。）を通じて知

り得た個人情報（特定個人情報を含む。第９第１項を除く。以下同じ。）

の保護の重要性を認識し、委託業務を実施するに当たっては、個人の

権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わ

なければならない。  

（秘密の保持）  

第２  受注者は、委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に

知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、

又は解除された後においても同様とする。  

（再委託先の監督等）  

第３  受注者は、委託業務を自ら行い、第三者にその取扱いを委託して

はならない。ただし、この契約において再委託（再委託先が受注者の

子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１項第３号に規

定する子会社をいう。）である場合も含む。以下同じ。） が認められて

おり、発注者の書面による事前の承諾を得た場合は、この限りではな

い。  

２  受注者は、発注者の承諾を得て再委託をしようとする ときは、当該

再委託を受ける者（以下「再委託先」という。）に対し、この契約及び

本特記事項に基づく一切の義務を遵守させなければならない。  

３  受注者は、第１項ただし書の規定による再委託を行う場合、再委託

契約において、前項の規定の内容を遵守させるために必要な事項を規

定するとともに、その内容が確認できる書面を再委託先に提出させ、

その写しを発注者に提出しなければならない。また、受注者は、再委

託先の監督方法についても具体的に規定しなければならない。  

４  受注者は、個人情報の取扱いに係る再委託先の当該業務に関する行

為及びその結果について、発注者に対して一切の責任を負うものとす

る。  

（派遣労働者等の利用時の措置）  

第４  受注者は、委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外

の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者にこの契約に基づく
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一切の義務を遵守させなければならない。  

２  受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及び

その結果について責任を負うものとする。  

（目的外利用及び提供の制限）  

第５  受注者は、発注者の指示がある場合を除き、委託業務に関して知

り得た個人情報を当該委託業務を処理する目的以外に利用し、又は発

注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。  

（収集の制限）  

第６  受注者は、委託業務を行うために個人情報を収集するときは、当

該委託業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な

手段により行わなければならない。  

（漏えい、滅失及び毀損の防止）  

第７  受注者は、委託業務に関して知り得た個人情報について、個人情

報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のた

めに必要な措置を講じなければならない。  

（複写又は複製の禁止）  

第８  受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、 委託業務を

処理するために発注者から貸与された個人情報が記載又は記録された

文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録（以下「資料等」という。）

を複写し、又は複製してはならない。  

（個人情報を取り扱う場所の特定）  

第９  受注者は、個人情報を取り扱う場所を定めなければならない。  

２  受注者は、特定個人情報を取り扱う場所を定め、委託業務の着手前

に書面により発注者に報告しなければならない。取り扱う場所を変更

する場合も同様とする。  

（持出しの禁止）  

第１０  受注者は、発注者が承諾した場合を除き、 あらかじめ定めた個

人情報を取り扱う場所以外に資料等を持ち出してはならない。  

（資料等の返還及び廃棄）  

第１１  受注者は、委託業務を処理するために、発注者から貸与された

資料等は、この  

契約完了後直ちに発注者に返還するものとする。ただし、発注者が別

に指示したとき  

は当該方法によるものとする。  

２  前項ただし書の場合において、資料等の廃棄等を発注者が指示した

場合、受注者は、  

 焼却、シュレッダー等による裁断又は復元が困難な消去等、個人情報

が第三者の利用に供されることのない方法により速やかに廃棄等を行
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い、発注者に廃棄を行ったことを証する書面を速やかに提出しなけれ

ばならない。  

３  受注者は、委託業務を行うために適法かつ公正な手段により収集し

た個人情報の保存又は廃棄等を、適正に処理しなければならない。  

（従事者の明確化）  

第１２  受注者は、委託業務に従事する者及びその責任者（以下「従事

者」という。）を定め、あらかじめ発注者に報告しなければならない。

従事者を変更する場合も同様とする。  

（従事者の教育及び監督）  

第１３  受注者は、従事者に対し、委託業務に関して知り得た個人情報

を在職中及び退職後においても正当な理由なく他人に知らせ、又は不

当な目的に使用してはならないことなど、個人情報を取り扱うに当た

り遵守すべき事項及び本特記事項について教育を行うとともに、個人

情報の適正な管理の徹底のための必要かつ適切な監督を行わなければ

ならない。  

（報告及び立入調査）  

第１４  受注者は、発注者から求めがあったときは、情報の管理状況及

び情報セキュリティ対策の実施状況等委託業務に係る個人情報の取扱

い状況を発注者に報告しなければならない。  

２  発注者は、受注者が委託業務の処理に当たり、取り扱っている個人

情報の状況を随時調査することができる。  

（事故発生時における報告）  

第１５  受注者は、本特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそ

れのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示

に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後において も

同様とする。  

（契約の解除及び損害の賠償）  

第１６  発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合

又は法令に違反した場合は、この契約を解除することができる。  

２  受注者は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことによ

り発注者又は第三者が損害を被った場合には、その損害を賠償しなけ

ればならない。  

（管理記録の整備）  

第１７  受注者は、個人情報を含む電磁的記録（以下「電子文書等」と

いう。）を記録した媒体の保管場所を定め、施錠して保管し、保管場所

からの搬出及び授受に関しての管理記録を整備しなければ ならない。  

（システムに対するアクセスの監視等）  

第１８  受注者は、電子文書等を保管及び管理するためのシステムに対
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するアクセスを監視し、記録しなければならない。  

（履歴の取得及び保存）  

第１９  受注者は、電子文書等を保存、参照、更新、複写及び廃棄した

日時並びに実施者を記録するログを取得し、保存しなければならない。 

（更新履歴の確認）  

第２０  受注者は、電子文書等の更新履歴について、常に確認できる状

態を保たなけれ  

ばならない。  

（事故及び緊急時の対応措置）  

第２１  受注者は、電子文書等の取扱いにおいて、事故が 発生した場合

における速やかな発注者への報告等、緊急時の対応措置を明確にして

おかなければならない。  

（保管状況及び正確性の点検）  

第２２  受注者は、電子文書等を記録した媒体の保管状況及びデータ内

容の正確性を定期的に点検しなければならない。  

（出力方法の確保）  

第２３  受注者は、電子文書等の出力に必要な電子計算機、プログラム、

通信関係、ディスプレイ、プリンタ等を備え付け、必要な場合には電

子文書等をディスプレイの画面及び書面に出力することができるよう

にしなければならない。  

（輸送体制の明確化）  

第２４  受注者は、電子文書等の輸送に必要とされる体制（輸送車の種

別、必要とされる人員及び警備体制等）を明確にしておかなければな

らない。個人情報を含む文書、図画、写真及びフィルムにおいても同

様とする。  

（報告及び検査等の実施）  

第２５  受注者は、電子文書等の管理及び保管状況について、発注者か

らの定期的又は随時の報告並びに監査又は検査の実施に応じなければ

ならない。  

（訓練の実施）  

第２６  受注者は、電子文書等を取り扱うことのできる従事者に対して、

緊急対応のための訓練を実施しなければならない。個人情報を含む文

書、図画、写真及びフィルムにおいても同様とする。  

 

 


